
◆福島県内における除染実施地域と中間貯蔵施設候補地の位置関係

参考：ニュースがわかる！トピックス　「除染で出る土などを保管する中間貯蔵施設とは？」

いわき市

小野町

川俣町 飯舘村
南相馬市

浪江町

双葉町

大熊町

富岡町

広野町

田村市

川内村

　葉町

尾村

相馬市
伊達市

二本松市

平田村

東京電力福島第一原子力発電所

東京電力福島第二原子力発電所

施設候補地の範囲

凡例
帰還困難区域
居住制限区域
避難指示解除準備区域
避難指示が解除された区域
汚染状況重点調査地域

（国の直轄除染区域）

（市町村の除染区域）

環境省試料より作成

※平成26年4月時点

Copy r i ghtⓒ 2012 日本原子力文化財団

福島第一原子力発電所の事故に関連して報道される、さまざまなニュース。
ＷＥＢサイト「東京電力㈱・福島第一原子力発電所事故」では、ニュースの背景や理解を深める補足的な情報を、その時々のトピックスに合わせて解説しています。

ニュースがわかる！ トピックス

除染廃棄物を保管する中間貯蔵施設の現状は？
　福島県は国に対し、平成２６年９月１日に、福島県内の除染で出た土や草木、廃棄物などの中間貯
蔵施設の建設を受け入れる考えを伝えました。中間貯蔵施設は、土や草木、廃棄物などを、焼却や圧
縮によって容量を減らせるものは減らして、安全に集中的に保管する施設で、国がその整備や管理・
運営を行います。建設予定地は、福島第一原子力発電所周辺の大熊町と双葉町にまたがる約１６平方
キロメートルの土地で、国では地権者と個別に交渉を行い、用地を確保できたところから順次建設に
着手し、平成２７年１月の搬入開始をめざしています。
　これらの廃棄物などの最終処分は、「福島復興再生基本計画」（平成２４年７月１３日閣議決定）など
において、「中間貯蔵開始後３０年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」
とされています。国は、こうした方針や国の責務を法律で定めてより明確化し、その施行後に除染土
壌などの搬入を開始するとしています。このほか、施設の敷地内に環境省の現地事務所を設置する
ことや、施設の稼働時までに、問題が生じた場合の搬入停止などを規定する協定を国と県・町との
間で締結することが予定されています。
　また、大熊・双葉両町をはじめとする地域や福島県が生活再建や地域振興などに活用できる交付金を
新たに創設するなど、総額３０１０億円の財政措置を講じることが決まっています。
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